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配管工事等の掘削作業における労働災害防止の徹底について（要請）

時下益々 ご清栄のこととお喜び申し上げます。

労働災害防止を始め労働基準行政の運営につきましては、日頃より特段のご理解とご

協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、過日、別紙のとおり、当署管内の配管工事において掘削作業中の労働者が土砂

崩壊により被災した労働災害が発生いたしました。

つきましては、貴団体におかれましては、会員事業場に対して、配管工事等の掘削作

業を受注した場合には、下記事項を実施するよう周知していただきますようお願い申し上

げます。

記

1 別添「配管工事等の掘削作業における労働災害防止チェックリスト」を使用

して、労働災害防止対策状況を確認し、必要な労働災害防止対策を実施してく

ださい。

特に、溝掘削作業、溝内作業の作業計画には、溝内作業は土止め支保エ等を

設けた後でなければ行ってはいけないことを明記してください d

2 溝掘削作業に関する作業計画作成時に、原則、土止め先行工法を採用してく

ださい。

特に、事前調査の結果等で地山の崩壊の恐れがある場合には、労働災害防止

のために土止め先行工法で行うよう発注機関と工法の変更、追加の経費計上、

工期の延長等の協議を実施してください。

3 事業場店社による現場パトロ ー ルを実施し、上記作業計画どおりに作業を行

っているか及び転倒災害、墜落災害、重機との接触災害等の労働災害防止対策

の実施状況を確認し、未実施の場合にはその実施について指導してください。

以上
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